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令和７年 第４回宮代町教育委員会定例会会議録 

招集年月日 令和７年 4月 22 日 午前 10 時 30 分 開 催 場 所 役場 202 

開閉の日時 

及び宣告者 

令和 7年 4月 22 日 午前 10 時 30 分 教 育 長 島村 圭一 

令和 7年 4月 22 日 午前 11 時 20 分 教 育 長 島村 圭一 

議長代理 － 仮議長 － 会議録調製員 小川 雅也 

委員出席状況 議案説明等 

番号 氏    名 出席の有無 教育推進課長          田中啓之 

学校管理幹兼副課長（学校教育） 加藤裕一 

生涯学習室長          飯山保孝 

副課長（教育総務）       小川雅也 

教 育 長 島村 圭一 出席 

職務代理者 深井 美智子 出席 

教育委員 瀧ヶ崎 隆司 出席 

教育委員 山田 鋭生 出席 

教育委員 大和田 由梨 出席 

議案件名 

概要報告 

（１）概要報告 

事務局報告 

（１）教育総務関係 

ア 令和７年度教育委員会事務局組織等について 

 ①令和７年度教育推進課内職員配置 

②令和７年度宮代町教育関係組織一覧   

(２) 学校教育関係 

  ア  ５月の行事予定について 

  イ ５月の事業予定について 

（３）生涯学習関係 

  ア ５月の事業予定について 

審議案件 

議案第 ６号 宮代町就学支援委員会委員の委嘱について 

議案第 ７号 宮代町立小・中学校への研究委嘱について 

議案第 ８号 宮代町学校運営協議会委員の委嘱について 

議案第 ９号 宮代町立小・中学校一貫教育推進委員会の委員の委嘱について 

報告案件 

（１）宮代町立小・中学校司書教諭の発令について  

（２）教育大綱と第３期教育振興基本計画の改定に向けて 

 

傍聴人 0名 
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開 会 午前 10 時 30 分 

１ 開会の宣言 

 島村教育長 令和７年第４回定例教育委員会をこれより開会いたします。 

 （委員の出席を確認） 

２ 概要報告 

 島村教育長 

小川副課長 

前回定例会以降の概要につきまして、事務局より報告します。 

（資料により概要報告を行う。） 

島村教育長 

 

ただいまの報告に対して、ご質問、ご意見はございますか。 

（質問、意見なし） 

事務局報告に移ります。 

報告事項（１）教育総務関係 ア 令和７年度教育委員会事務局組織等について、

説明をお願いします。 

３ 事務局報告 

（１）教育総務関係 

 

 

 

 

 

 

 

田中課長 ア 令和７年度教育委員会事務局組織等について 

① 令和７年度教育推進課内職員配置 

② 令和７年度宮代町教育関係組織一覧 

（資料により説明を行う。） 

島村教育長 ただいまの報告に対しまして、ご質問等ございましたら、お願いします。 

（意見、質問なし） 

次に、報告事項（２）学校教育関係について報告します。 

（２）学校教育関係 

 

 

 

 

加藤学校管理幹 （２）学校教育関係 

ア ５月の行事予定について 

イ ５月の事業予定について 

（資料により説明を行う。） 

島村教育長 事務局から、行事、予定について説明がありました。ただいまの報告に対して、

ご質問、ご意見をお受けいたします。 

深井委員 

加藤学校管理幹 

 

 

瀧ヶ崎委員 

加藤学校管理幹 

租税教室ですが、予定しているのは百間小だけでしょうか。 

笠原小学校は 6月に予定しています。その他の学校については、税務署との調整

で、別に実施予定となっています。春日部税務署の方が説明することとなってい

ます。 

全校遠足は、各校どのような形で行われるのでしょうか。 

全校遠足は、１年生から６年生までの縦割りのグループ等の活動になります。行

先は東武動物公園で、徒歩で移動します。 
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島村教育長 他にありますでしょうか。 

（意見、質問なし） 

では、事務局報告はこれで終わります。 

次に、報告事項（３）生涯学習関係について報告します。 

（３）生涯学習関係 

 飯山室長 

 

 

島村教育長 

 

 

（３）生涯学習関係 

ア ５月の行事予定について 

（資料により説明を行う。） 

事務局から、行事予定について説明がありました。ただいまの報告に対して、ご

質問、ご意見をお受けいたします。 

（意見、質問なし） 

では、事務局報告はこれで終わります。 

次に、審議案件に入ります。 

議案第６号 宮代町就学支援委員会の委員の委嘱について、説明をお願いします。 

４ 審議案件 

議案第６号 宮代町就学支援委員会の委員の委嘱について 

 加藤学校管理幹 

 

島村教育長 

議案第６号 宮代町就学支援委員会の委員の委嘱について 

（資料により説明を行う） 

ただいまの説明に対して、ご質問、ご意見がありましたらお願いします。 

（意見、質問なし） 

 それでは、お諮りいたします。議案第６号については、原案のとおり可決してよ

ろしいでしょうか。 

（異議なし） 

 承認をいただきました。 

続きまして、議案第７号 宮代町立小・中学校への研究委嘱について、説明をお

願いします。 

議案第７号 宮代町立小・中学校への研究委嘱について 

 加藤学校管理幹 議案第７号 宮代町立小・中学校への研究委嘱について 

（資料により説明を行う。） 

島村教育長 

 

ただいまの説明に対して、ご質問、ご意見がありましたらお願いします。 

（意見、質問なし） 

 では、お諮りします。 

議案第７号について、原案のとおり可決としてよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

 承認をいただきました。 

続きまして議案第８号 宮代町学校運営協議会委員の委嘱について、説明をお願

いします。 



4 
 

議案第８号 宮代町学校運営協議会委員の委嘱について 

 

 

 

加藤学校管理幹 議案第８号 宮代町学校運営協議会委員の委嘱について 

（資料により説明を行う。） 

島村教育長 

瀧ヶ崎委員 

 

加藤学校管理幹 

 

瀧ヶ崎委員 

加藤学校管理幹 

 

深井委員 

加藤学校管理幹 

 

 

 

島村教育長 

ただいまの説明に対して、ご質問、ご意見をお受けいたします。 

ＰＴＡの方について、区分が異なるケースがありますが、何か基準があるのでし

ょうか。 

特に基準はありません。どの区分で選任するかは、学校長の判断となっています。

その方にどの立場で意見をいただきたいかで区分が異なっています。 

各号の委員が必ずいなければならないということではないのですか。 

その通りです。各学校の判断で必要と考える方に入っていただいております。必

ずしも全部の区分に入っていただいているわけではありません。 

任期は一年ですが、委員には新しい方もいるのでしょうか。 

大きくは変わりませんが、若干の入れ替わりはございます。 

設置学校の校長、教職員以外の委員では、須賀小学校は一名追加、百間小学校は

一名変更、東小学校は一名変更、笠原小学校は変更なし、須賀中学校は一名変更、

百間中学校は一名変更、前原中学校は変更なしとなっています。 

他に、ご質問、ご意見がありますでしょうか。 

（意見、質問なし） 

では、お諮りします。 

議案第８号について、原案のとおり可決として良いでしょうか。 

（異議なし） 

承認をいただきました。 

続きまして議案第９号 宮代町立小・中学校一貫教育推進委員会の委員の委嘱に

ついて、説明をお願いします。 

議案第９号 宮代町立小・中学校一貫教育推進委員会の委員の委嘱について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加藤学校管理幹 

 

島村教育長 

瀧ヶ崎委員 

 

加藤学校管理幹 

島村教育長 

 

 

 

 

 

 

議案第９号 宮代町立小・中学校一貫教育推進委員会の委員の委嘱について（資

料により説明を行う。） 

ただいまの説明に対して、ご質問、ご意見をお受けいたします。 

委員の中には、学校運営協議会委員と重複している方がいますが、問題はないの

でしょうか。 

問題はありません。 

他に、ご質問、ご意見がありますでしょうか。 

（意見、質問なし） 

では、お諮りします。 

議案第９号について、原案のとおり可決として良いでしょうか。 

（異議なし） 

承認をいただきました。 

次に報告案件に入ります。 
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（１）宮代町立小・中学校司書教諭の発令について、説明をお願いします。 

５ 報告案件 

（１）宮代町立小・中学校司書教諭の発令について 

 

 

加藤学校管理幹 

島村教育長 

 

（１）宮代町立小・中学校司書教諭の発令について（資料により説明を行う。） 

ただいまの説明に対して、ご質問、ご意見をお受けいたします。 

（意見、質問なし） 

続きまして（２）教育大綱と第３期教育振興基本計画の改定に向けて、説明をお

願いします。 

（２）教育大綱と第３期教育振興基本計画の改定に向けて 

 

 

 

 

 

 

小川副課長 

 

島村教育長 

山田委員 

 

小川副課長 

島村教育長 

（２）教育大綱と第３期教育振興基本計画の改定に向けて（資料により説明を行

う。） 

ただいまの説明に対して、ご質問、ご意見をお受けいたします。 

策定スケジュール中、４月に「基本計画」改定方針の確認とありますが、改定方

針とはどちらを指しているのでしょうか。 

今回お示しした資料の内容となります。 

他に、ご質問、ご意見がありますでしょうか。 

（意見、質問なし） 

次に、その他に移ります。事務局から何かあればお願いします。 

５ その他 

 加藤学校管理幹 

 

児童生徒数について 

運動会・体育祭について 

６ 次回教育委員会について 

 小川副課長 次回の教育委員会につきましては、５月２６日（月）午後５時００分から役場庁

舎２０４会議室で開催します。 

７ 閉会 

（閉会午前 11時 20 分） 

 


